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（２）知ってもらう
　県内や近畿府県、さらには首都圏等における認知度を向上させるため、以下の取組を進めます。

①情報発信の強化
・

・

・

・

・

・

旅行雑誌や旅行サイト、動画サイトを活用した観光情報の発信や域内情報誌の発行、交通機関等
とタイアップした観光キャンペーンを実施します。
ＪＡならけんまほろばキッチン内の観光案内所や道の駅等において、県内や近畿府県から東部地域
への訪問を促すため、観光情報の提供や市村等と連携したイベントを実施します。
首都圏や関西圏等における東部地域への関心層を広め、宿泊客誘致に繋げるため、鉄道駅のデジ
タルサイネージやプロモーションイベント等による観光情報の発信を強化します。
地域にゆかりのある著名人を「観光大使」に任命し、マスメディア等を活用した広報活動による情
報発信の強化を図ります。
東部地域を訪れる外国人を増やすため、映像（英語字幕化）や海外メディア等を活用した情報発信、
ビジット・ジャパン事業を活用した外国人観光客誘致キャンペーンを実施します。
外国人観光客が必要とする観光情報を掲載した多言語ガイドブックなどを作成します。

映像による情報発信
東部地域の自然豊かな美しい原風景や素朴かつ精神性の高い
山間文化、歴史・人の営みの魅力にストーリー性やテーマ性を持
たせた動画「美しき日本・奈良」を2本制作・配信しています。

情報誌による発信
東部地域を知ってもらうため、着地型パンフレット「ご当地じゃら
ん」を発行しています。
現地の観光拠点や宿泊施設で配布するとともに、雑誌への挟み込
みを実施することで、これまでに多数の誘客効果を生んでいます。

取り組んでいます

・

・
・

「美しき日本・奈良」ロゴマーク

「ご当地じゃらん」大和高原エリア
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（３）訪れてもらう、体験してもらう
　東部地域のことを知り関心を持った人々に、実際に東部地域を訪れてもらうため、以下の取組を
進めます。

①スポーツイベントの開催
・

・

②音楽・芸術イベントの開催
・

・

③地域資源を活用したイベントの開催
・

④交通アクセスの支援
・

・

⑤おもてなし力の向上
・

・

⑥誘客促進の仕掛けづくり
・
・
・

トレイルランニング※、地域をめぐる自転車ツアーなど、東部地域の地形や自然を活かしたスポー
ツイベントを開催します。
東部地域の施設や自然を活用したスポーツ合宿を誘致します。
※トレイルランニング：山などの未舗装の道を走るスポーツ

県内最大規模の音楽イベントであり、全国から高い注目を集める「ムジークフェストなら」のコン
サートを東部地域でも開催します。
高い集客力が見込める野外音楽フェスティバルや芸術イベントの開催に取り組みます。

季節の花を活用した集客イベント、霧氷を見物する登山イベント、イノシシやシカなどの有害鳥獣
を活用した食イベントなど、地域資源を活用した各種イベントの開催に取り組むとともに、地域の
伝統行事を活性化します。

駅から観光地までの路線バス利用者に対する補助等により、観光客の東部地域へのアクセスを支
援します。
主要な観光地へのアクセスを確保するための道路整備を推進します。また、観光地間の周遊促進、
観光地における回遊環境の改善に資する道路整備を推進します。

東部地域を訪れた観光客の満足度を高めるため、旅館経営者や市町村職員等を対象とした「おも
てなしセミナー」を開催します。また、外国人観光客に対するおもてなし力を向上させるため、通訳
ガイドや観光事業者等を対象とした研修を実施します。
各種イベントとあわせて実施される前夜祭など、地域独自のおもてなしの取組を支援します。

WEBサイトや雑誌などと連携した誘客促進の仕掛けづくりを行います。
東部地域での合宿を増やすため、スポーツ選手や児童・生徒等の合宿に係る経費を支援します。
外国人観光客を増やすため、観光地などにおける多言語表示や無線LAN・Wi-Fiの整備を推進し
ます。



19

ツアー・オブ・奈良・まほろば
東部地域を舞台としたサイクルイベントとして県内外
のサイクリスト向けの「サイクルツアー」と、自転車の普
及を目的とした一般参加型の「サイクルカーニバル」を
二本柱として実施しています。
各コースに設置されるエイドステーションでは、地産地
消の食の提供や特産品の販売を行うなど、各地域の特
色を活かした賑わいづくりを実施しています。

取り組んでいます

・

・

・

ツアー・オブ・奈良・まほろばの様子

宇陀市内を走る路線バス

路線バス利用の補助
冬期は、自家用車による来訪が減少するため、東部地
域への冬期の観光客数は、非常に少なくなっていま
す。そこで、冬期（1～3月）に、東部地域へ路線バスを
利用して訪れた宿泊客に、バス運賃を補助することで、
観光客数の増加を図っています。

神野山のツツジ（山添村）

滝谷花しょうぶ園（宇陀市）
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2 住み続けられる地域づくり（定住の促進）

現状と課題

①人口の社会増減
・

・

②産業・雇用の状況
・
・

③医療・福祉の状況
・

・

④教育の状況
・

・

東部地域の人口の社会増減は、転出数が転入数を年間300人を上回る状況が続いています。地域を
維持するためには、転出者を減らし、転入者を増やす必要があります。
全国的に、都市部から農山村地域への移住を希望する人が増えています。しかし、実際に移住するに
あたっては、仕事や住まいなどに不安を持つ人も多く、スムーズな移住のためには、地域での暮らし
がイメージできるような情報の提供、市村や地域と一体となった対応が課題となっています。

東部地域を、住み続けられる地域とするためには、働く場の確保が必要となります。
農業、林業に従事する者は、大きく減少しており、その活性化が求められています。そのため林業で
は、森林を「木材生産林」と「環境保全林」に区分し、それぞれの機能に応じた適切な整備や保全を推
進していくこととしています。

東部地域では、宇陀市立病院、へき地診療所及び民間医療機関が地域医療を担っています。医療の
充実のためには、医師確保や救急医療体制の強化等をさらに進めることが必要です。
高齢化が進む東部地域で、安心して住み続けるためには、医療と介護の連携など地域包括ケアシス
テムの構築が必要です。

東部地域では、1学級当たりの児童・生徒数が少なく、きめ細かな教育が行われていますが、集団で
の学びの機会が減少しています。また、学校の統廃合が生じています。そのため、義務教育において
は、へき地教育の充実が求められています。
高校教育においては、地域内外から生徒が集まる学校の魅力の向上と、地域の振興に貢献できる人
材の育成が求められています。

⑤道路の状況
・

⑥河川の状況
・

⑦紀伊半島大水害による被災施設の復旧の状況
・

山間部の道路は、平野部の道路に比べて、地形的に落石や斜面崩壊などの災害の影響を受けやす
いという特徴があります。そのため、道路の防災・減災対策を効率的・効果的に進めていく必要があ
ります。

淀川水系では、河道の流下能力が不足している区間があり、洪水による浸水被害が度々発生してい
ます。そのため、県では「淀川水系河川整備計画」に基づき、河川環境の保全等にも十分配慮しながら、
河川改修を進めていく必要があります。

東部地域での紀伊半島大水害による道路、河川等の被災施設の復旧は、「集中復旧・復興期間」内に
完遂していますが、治山の復旧については鋭意進めているところであり、着実に復旧を進めていく必
要があります。

村立やまぞえ小学校（山添村）
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①人口の社会増減
・

・

②産業・雇用の状況
・
・

③医療・福祉の状況
・

・

④教育の状況
・

・

東部地域の人口の社会増減は、転出数が転入数を年間300人を上回る状況が続いています。地域を
維持するためには、転出者を減らし、転入者を増やす必要があります。
全国的に、都市部から農山村地域への移住を希望する人が増えています。しかし、実際に移住するに
あたっては、仕事や住まいなどに不安を持つ人も多く、スムーズな移住のためには、地域での暮らし
がイメージできるような情報の提供、市村や地域と一体となった対応が課題となっています。

東部地域を、住み続けられる地域とするためには、働く場の確保が必要となります。
農業、林業に従事する者は、大きく減少しており、その活性化が求められています。そのため林業で
は、森林を「木材生産林」と「環境保全林」に区分し、それぞれの機能に応じた適切な整備や保全を推
進していくこととしています。

東部地域では、宇陀市立病院、へき地診療所及び民間医療機関が地域医療を担っています。医療の
充実のためには、医師確保や救急医療体制の強化等をさらに進めることが必要です。
高齢化が進む東部地域で、安心して住み続けるためには、医療と介護の連携など地域包括ケアシス
テムの構築が必要です。

東部地域では、1学級当たりの児童・生徒数が少なく、きめ細かな教育が行われていますが、集団で
の学びの機会が減少しています。また、学校の統廃合が生じています。そのため、義務教育において
は、へき地教育の充実が求められています。
高校教育においては、地域内外から生徒が集まる学校の魅力の向上と、地域の振興に貢献できる人
材の育成が求められています。

⑤道路の状況
・

⑥河川の状況
・

⑦紀伊半島大水害による被災施設の復旧の状況
・

山間部の道路は、平野部の道路に比べて、地形的に落石や斜面崩壊などの災害の影響を受けやす
いという特徴があります。そのため、道路の防災・減災対策を効率的・効果的に進めていく必要があ
ります。

淀川水系では、河道の流下能力が不足している区間があり、洪水による浸水被害が度々発生してい
ます。そのため、県では『淀川水系河川整備計画』に基づき、河川環境の保全等にも十分配慮しながら、
河川改修を進めていく必要があります。

東部地域での紀伊半島大水害による道路、河川等の被災施設の復旧は、「集中復旧・復興期間」内に
完遂していますが、治山の復旧については鋭意進めているところであり、着実に復旧を進めていく必
要があります。

土屋原地区土石流対策（御杖村）



現状 問題点 取組

働きやすくする
働く場所づくり

暮らしやすくする
暮らしやすい地域づくり

いざというときに備える
災害に強いインフラの整備

移り住んでもらう
移住の推進

人口の社会増減がマイナス
雇用の場が不足している

暮らし続けられる
医療・福祉環境が必要

充実した教育を受けられる
環境が必要

災害に強いインフラ環境を
整備する必要がある

移住者の不安を解消して
移住を増やす必要がある

求人数が求職者数を下回る

近くに病院・診療所がない
要介護（要支援）者が多い

きめ細かな教育
遠距離通学が必要

地形的に災害の影響を
受けやすい

一部の箇所が
復旧事業の途上

移住希望者の増加
移住に際しての不安

【資料】奈良県人口推計年報

東部地域における人口の社会増減
（人）
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社会増減プラス
をめざします

転出を抑制

転入を増加
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取組の方向性

目　　標

　上記の現状と課題に対応するため、住み続けられる地域づくりでは、次の4つの取組を行います。

（１）働きやすくする（働く場所づくり）
（２）暮らしやすくする（暮らしやすい地域づくり）
（３）いざというときに備える（災害に強いインフラの整備）
（４）移り住んでもらう（移住の推進）

・平成32年の人口の社会増減をプラスにすることを目標とします。
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具体的な取組

（１）働きやすくする
　地域で生活し続けていくためにも、移住を検討している方にとっても必要な働く場を確保するため、
以下の取組を進めます。

①農産物等のブランド化・生産拡大の推進
・

・

・

・

・

②「Ａ･Ｂ･Ｃ材※全てを出して使う」林業・木材産業の推進
・

・

・
・

地域の気候や地形を活かした「大和寒熟ほうれん草」や「大和茶」など特色ある農産物の生産強化
や首都圏でのプロモーション活動と輸出の拡大による流通販売の強化拡大を進めます。
道の駅や農産物直売所などへの産地直送による域内消費の拡大や茶、ダリア、有機野菜などの高
品質・高付加価値化を推進します。
農業者と多様な業種が連携した6次産業化の推進など新たな食品・加工品の開発による利用の拡
大とそれに伴う農業の担い手の確保・育成を行います。
淀川（名張川）の上流域におけるアユやアマゴなどの内水面漁業・養殖業の振興と販路開拓による
経営の安定化を図ります。
イノシシやシカなどによる農林水産物の被害を軽減するため、鳥獣が寄りつかない環境づくりや、
侵入防止柵の設置、個体数調整を進めるとともに、捕獲獣の食材等への有効活用を促進します。

「高級材を選んで出す林業」から「Ａ･Ｂ･Ｃ材全てを搬出して多用途に供給する林業」への転換を推
進します。
公共建築物や民間建築物への県産材（建築用材、集成材・合板）の利用や、木製家具などのくらし
の道具や土産物などへの県産材の活用を推進します。
発電や給湯など、木質バイオマスエネルギーの利活用の拡大を図ります。
奈良の木の魅力を発信する人材を養成します。
※Ａ・Ｂ・Ｃ材：木材を品質（主に曲がりなどの形状）や用途によって分類する際の通称。
　基本的に、Ａ材は製材、Ｂ材は集成材や合板、Ｃ材はチップや木質ボードに用いられる。

茶畑（山添村）
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③漢方のメッカ推進
・

・

・
・

④企業誘致の推進
・

⑤地域の産業興し
・

・

・

・
・

・

奈良県にゆかりの深い漢方について、生薬の生産拡大や関連する商品・サービスの創出などを総合
的に推進します。
薬用作物の優良品種の育成や安定生産技術の研究開発を推進するとともに、生薬の薬効研究を行
い、奈良の生薬のブランド確立を図ります。
県産生薬等を利用した医薬品、化粧品及び食品等の新商品の開発を支援します。
薬用作物のニーズと県内栽培者の状況を把握した上で、川上（栽培者）と川下（医薬品、化粧品、食品
メーカー等）のマッチングを推進し、東部地域における薬用作物の生産量の増加を図ります。

廃校跡地などの遊休施設や産業用地の情報収集に努め、整備された光ファイバー網や企業立地補
助金などの支援制度を活かし、地域に雇用を生み出す企業誘致を推進します。

地域の産業を活性化させるため、それぞれの地域の特長ある資源を活用した新商品の開発や販路
拡大の取組等を支援するとともに、プレミアム商品券の発行などにより、地元商業の活性化を図ります。
「毛皮革はUTANO」のブランドイメージの一層の定着化を図るため、産地団体と大学等とのコラボ
レーションによる新たなファッションの提案や新商品開発、販路開拓などにより、毛皮革産業が地域
活性化の核となるよう支援を行います。
在宅ビジネスやテレワークなどを希望する未就業者を掘り起こし、セミナーの開催や相談窓口の設
置など在宅での起業の支援を行います。
制度融資などを活用した起業・創業を促進することにより、雇用の場の創出を図ります。
地域に応じた生活支援や生活環境の維持を図るためのコミュニティビジネスを推進することにより
雇用を創出します。
店舗開業によるにぎわいのあるまちづくりのため、空き店舗などを活用した起業の支援を行います。

宇陀市薬草プロジェクト
江戸時代、大和国宇陀郡松山町（現宇陀市）の森野藤助は、
幕府から派遣された採薬使に同行し、後に薬草6種を拝領
して、日本最古となる薬草園「森野旧薬園」を始めました。
宇陀市は、薬草の試験栽培、栽培資料作成、調査研究の実
施及び薬草の活用方法や薬草料理などを題材にした「薬草
活用講演会」や料理教室の開催など、地域産業の活性化に
取り組んでいます。

取り組んでいます

・

・

森野旧薬園（薬草園）
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（２）暮らしやすくする
　地域で暮らし続けるために必要な環境を整えるため、以下の取組を進めます。

①健康、医療、介護、福祉の充実
・

・

・
・

②教育の充実
・
・

・
・

・

③子育ての支援
・

高齢者等が地域で安心して住み続けることができるようにするため、医療・介護などが連携した地
域包括ケアシステムの構築を推進します。
これまで五條市大塔町でモデル的に進めてきた取組（「おおとう元気会議」）について、東部地域へ
の普及を図ります。
「総合医」の育成や安定的な医師配置システムを運営するなど、へき地医療体制の充実を行います。
ドクターヘリの共同利用（大阪府、和歌山県）を引き続き行うとともに、県独自のドクターヘリ導入
に向けた検討を進めるなど、救急医療体制の充実を図ります。

県立高校の特色化により、全国から東部地域に生徒が集まる魅力ある高校づくりを進めます。
地元企業に就職する等、東部地域の振興に貢献できる人材を育成するため、職業教育を充実させ
ます。
教員の指導力向上を図る研修の実施等により、へき地教育の充実を図ります。
学校統合等による通学費の増加による保護者の負担を軽減するため、遠距離通学を行う児童・生
徒の通学費に対する補助を行います。
こころ豊かに暮らすことができるよう、あらゆる世代の学びの機会の充実を図ります。

すべての子育て家庭が個々のニーズに応じた子育て支援を利用できるよう、市村と連携し、幼児
期の学校教育や保育、地域の子育て支援事業の着実な実施と質の向上に取り組みます。

県立榛生昇陽高等学校自転車部（宇陀市）
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④買い物等の支援
・

⑤移動手段の確保
・

・

⑥文化の振興
・

⑦集落の維持・活性化
・

・
・

東部地域における固定店舗や移動販売の営業状況や、近隣市町村の商業施設の利用状況など、
住民の買い物方法等の実態を把握したうえで、地域での買い物を、市村、住民団体、ＮＰＯ及び民
間企業等多様な主体と連携し、「固定店舗の維持・誘致」「商品の配達」「店舗までの交通確保」など
の方法で支援します。

路線バスやコミュニティバスなど、利用目的や地域条件に適した地域公共交通網を構築して、通勤、
通学、通院、買い物など、広域での移動手段を確保します。
住民団体、ＮＰＯ及び民間企業等多様な主体と連携した過疎地有償運送への実施支援など、地域
住民の日常生活に必要な通院や買い物などの移動手段を確保します。

地域の伝統文化継承や文化イベントの実施など、文化芸術活動を活性化させるための取組を支援
します。

地域コミュニティの機能向上を図るため、まちづくり協議会など、地域の様々な構成主体が協働し
て地域課題の解決や新たな施策・事業を協議する場づくりや組織づくりを支援します。
地域活性化のための活動を行うNPO等を支援します。
居住環境の整備改善を図るため、空き家や空き建築物の活用や除却を支援します。

ＮＰＯ法人うだ夢創の里
平成23年から宇陀市室生大野地区で、旧室生保育
所を活用して、地域のＮＰＯ等による、高齢者への
配食や共食サービス、遊休農地での農業生産、特
産品開発などの活動を実施しています。
遊休施設を活用し、高齢者支援や遊休農地対策な
どの過疎地の課題に、コミュニティビジネスで対応
しています。

取り組んでいます

・

・
共食の様子
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（３）いざというときに備える
　災害に強く、安心して暮らせる地域にするため、以下の取組を進めます。

①効率的・効果的な道路防災対策の推進
・

②土砂災害対策の推進と山地災害の予防と復旧
・

・

③河道整備
・

④災害に強い森林づくり
・

⑤災害に強い情報ネットワークづくり
・

⑥地震に強い地域づくり
・

⑦エネルギーの確保
・
・

⑧防災力向上と紀伊半島大水害の次世代への継承
・

・

・

⑨紀伊半島大水害の復旧の完了
・

依然として災害に脆弱な道路が多数存在する東部地域において、災害への対応力を強化する観点から、
道路の防災・減災対策及び老朽化対策を効率的・効果的に進めます。

一瞬にして、尊い人命や貴重な財産を奪うなど、甚大な被害をもたらす土砂災害を防止するため、砂防、
地すべり対策及びがけ崩れ対策を進めます。
山地災害から安全で安心な暮らしを守る山崩れ対策を進めます。

河道の適切な流下能力を確保し、洪水による災害に対する安全性の向上を図るため、宇陀川、町並川等
の整備を推進します。

森林の持つ水源涵養や国土保全といった機能を維持、増進するため、適切な森林の整備、保全に取り組みます。

災害時においても情報通信が途絶しないよう、情報ネットワークを強化するための基盤整備を進めます。

地震災害による建築物の倒壊を未然に防ぎ、住民の生命、身体及び財産を守るため、既存木造住宅の耐
震化に取り組みます。

緊急時に備えた自立・分散型エネルギーの普及に取り組みます。
エネルギーの地産地消を目指し、地域振興にもつながる多様な再生可能エネルギー等の普及拡大に取り
組みます。

改正災害対策基本法や奈良県地域防災計画の見直し等を踏まえ、市村が行う地域防災計画の見直しを
支援します。
「公助」だけでなく「自助」「共助」も連携して高めることが重要であることから、自主防災組織の結成促進や
活性化を図るなど、地域防災力の底上げを目指します。
紀伊半島大水害から学んだ貴重な教訓を次世代に継承していくため、防災教育や、シンポジウムの開催
など県民への周知、啓発を推進します。

紀伊半島大水害により被災したインフラの復旧を引き続き推進します。
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（４）移り住んでもらう
　現役世代（アクティブシニアを含む）を中心に、都市部から東部地域への移住を検討する方々に、
地域の魅力を感じてもらい、実際に移住してもらうため、以下の取組を進めます。

①二地域居住・移住を受け入れる仕組みづくり
・

・
・

・

・
・

・

②二地域居住・移住を受け入れる拠点整備
・

・

③移住者の働く場の確保
・

・

・

移住ホームページの充実と、移住者のライフスタイルにスポットをあてたパンフレットの発行により、
東部地域の魅力を発信します。
都市部での移住セミナーを開催し、東部地域に移住してもらうためのきっかけを作ります。
県と市町村のワンストップ窓口機能を強化するとともに、奈良まほろば館等に移住コンシェルジュを
設置して移住希望者の相談に対応します。
県と市町村による「奥大和移住･定住連携協議会」を設立して、地域協働による移住促進の取組を進
めます。
地域住民を対象として、移住情報や地域の魅力を発信するジャーナルを発行します。
地域における移住者の受入体制の構築が重要なことから、集落単位での「地域受入協議会」の設置
を支援します。
移住体験ツアーや古民家ＤＩＹイベントを開催するとともに、移住希望者が地域の暮らしを体験できる
トライアルステイを促進します。

地域の状況に合わせた拠点づくりのモデルプランを策定し、二地域居住・移住に向けた特色のある
施設の整備につなげます。
空き家や廃校等を活用して、移住体験住宅や移住者支援住宅など地域で気軽にトライアルステイで
きる施設の整備や、チャレンジショップ、シェアオフィス、工房など、地域で働くために必要な施設整
備を促進します。

後継者や求人を募集している地域の伝統
産業や事業所、商店、旅館・民宿、ガソリン
スタンド等と、地域で働きたい移住希望者
とのマッチングを進めます。
農家民宿の開業支援、農林業に係る技
術・知識修得のための研修など、就業への
支援を行います。
「地域おこし協力隊制度」等を活用して、
地域活性化に意欲のある都市住民の移
住を進めます。

クラインガルテン曽爾（曽爾村）
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奥大和クリエイティブヴィレッジ構想
都市部にいなくても地方で仕事ができる「デザイ
ナー」「家具職人」「芸術家」など、職種を絞って、南部
東部地域への移住を促進する取組です。
宇陀市菟田野では、廃校を活用した、アーティスト・イ
ン・レジデンス※の拠点整備が進められています。

山添村かすがガーデン
旧春日保育園を活用した地域交流拠点施設におい
て、農作業や調理体験など毎月楽しいイベントを開
催しています。
この活動により、移住希望者等が直接地域を訪れ
て、地域住民との交流体験が進んでいます。

取り組んでいます

・

・
※アーティスト・イン・レジデンス：アーティストや職人を一定期間ある土地に招
　聘し、その土地に滞在しながら作品制作を行ってもらうこと

・

・

活動拠点のイメージ図

かすがガーデンでの交流活動

図11：移住施策の進め方とターゲットの設定図11：移住施策の進め方とターゲットの設定

○移住施策の進め方

移住・定住

＞
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交流
情報交流
認知

移住・定住

二地域居住
トライアルステイ

交流
情報交流
認知 往来

退職
世代

現役
世代

固定

移住促進の流れ 都市から農村への移住の類型

認知を大きく
とることが重要

認知を大きくすることが、移住・定住につながる

現役世代（アクティブシニアを含む）への重点化
類型ごとに異なるニーズへの対応

ターゲット

認知の何割かが情報交流に移行し、情報交流の何割かが交
流の段階となる。そして交流の何割かが二地域居住となり、
最終的に二地域居住の何割かが移住・定住の行動をとる。

○ターゲットの設定
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【出典】牧瀬 稔「都市から農村へ移住を促すヒント」を一部改変
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